
 

仙台市震災復興基本方針 
―絆と協働による安心と再生をめざして― 

 

○ 復旧から復興へ。未来を見据えた新たな活動の段階 

  過去最大級の被害をもたらした東北地方太平洋沖地震から２０日余りが経過しました。 

  この間私たち仙台市民は、全国各地からの温かなご支援をいただきながら、力を合わ

せて未曾有の大災害に立ち向かってきました。 

  そして今、復旧から復興へと、未来を見据えた新たな活動への段階を迎えています。 

 

○ 復興のまちづくり。新しい次元の防災・環境都市へ 

  一日も早い復興を進めると同時に、震災の経験を復興のまちづくりに生かし、これを

他の地域や次の世代に伝えていくことは、私たちに課せられた重要な責務です。 

また、福島原発を巻き込んだ複合的な被害の連鎖の中で直面しているエネルギーの問

題は、私たちに価値観や生活のあり方の見直しを迫り、資源消費に依存しない都市シス

テムと市民生活・経済活動の両立を待ったなしの課題として提起しています。 

  自然と調和する「杜の都」の環境先進性を生かし、生活やビジネスのスタイルも含め

た新しい次元の防災・環境都市を再構築していきたいと考えます。 

 

○ 「絆」と「協働」を基調に 

この度の震災で、私たちは、「絆」と「協働」が大切であることを改めて実感しました。 

震災の初期段階や応急復旧に向けた苦難の中で、家族や地域、仲間や組織など、人と

人とのつながりや支え合いが「絆」を強め、共に動き、共通の目標に向かって歩みを進

める「協働」が知恵や力を生み出してきたのです。 

今後の復興にあたっても、このような「絆」と「協働」を基調として、心豊かに支え

合う社会を実現してまいります。 

 

○ 「安心」と「再生」をめざす復興事業の推進 

  復興に向けた事業を推進するにあたり重視すべきは、 

第１に、「安心」を取り戻すことです。 

・被災された方が安心できる一日も早い生活再建 

・暮らしの安心を支えるライフラインや交通、各種の施設やサービスの安定化 

第２に、「再生」の歩みを進めることです。 

・痛手を負った経済や被災地域（コミュニティ）の復興・再生 

・杜の都・仙台の再生推進と東北地方全体の再生の牽引 

 

このため、当面取り組むべき施策の方向を、①被災者の「安心」、②日常生活の「安心」、

③経済と地域の「再生」、④仙台と東北の「再生」と位置づけ、人と人の「絆」や多様な

主体の「協働」を基調として、これらの安心と再生をめざした施策を推進していきます。 
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＜当面の施策方向＞ 

  

１ 被災された方が安心できるトータルケアの推進 

仙台を支える市民一人ひとりの安心の確保が 優先の課題であり、避難所生活者への多

様なサービスの提供、世帯ごとの居住環境の早期確保、暮らしの安心や再建を支える対応

による被災された方への総合的な支援に全力で取り組みます。 

 

(1) 避難所生活者等の暮らしや安心の基礎となる多様なサービスの提供 

避難所における共同生活においては、さまざまな制約が避けられないところですが、

よりよい生活環境を整えながら、先行きや健康への不安解消などに向けた多様なサービ

スを提供します。また、福祉避難所へ避難されている方をはじめ要援護者を支援します。 

① 避難所の集約・改善 

○ ライフラインの確保や居住スペースの改善など、より良い避難環境を整えるため、

地域特性を踏まえながら、４月上旬を目途に避難所の集約を進めます。 
○ 集約後の避難所においては、早急に間仕切りによるプライバシーの確保や寝具・

敷物の配布による居住空間の改善を図るとともに、可能なところから順次、仮設シ

ャワーやテレビの設置、洗濯機能の確保や授乳室・女性用更衣室の設置など、生活

環境の改善を進めます。 
② 生活相談・心身ケアサービスの提供 

○ 市職員等による「巡回相談チーム」を設け、各種支援手続きなどの個別相談を行

う巡回サービスを４月中旬から始めます。 
○ 医師による巡回診療と保健師等による健康相談、精神科医等による「こころのケ

アチーム」の巡回ケアなど、身体と心の安らぎに向けたきめ細かなサービスを提供

します。 
○ 高齢者の誤嚥

ごえん

性肺炎や子どものむし歯を予防するために、歯科医師等による口腔

ケアの指導・啓発に取り組みます。 
○ 生活不活発病（体を動かさないことからくる身体機能の低下）を予防するために、

保健師や運動指導員等による運動指導や、個々の生活環境と状態に応じた生活指導

を行います。 
 ③ 支援を要する方への対応の充実 

  ○ 福祉避難所に避難している要介護・要支援の被災者をはじめ、高齢者、障害者、

一人暮らしで家族の支援が得られない方、乳幼児を抱えた方など、さまざまな困難

を抱える災害時要援護者への対応を、専門家やＮＰＯ、ボランティアなどとも連携

しながら充実していきます。 

  ○ ボランティアなどと連携し、子どもたちに遊びや本の読み聞かせなど、さまざま

な機会を提供していきます。 

 

(2) 家族やコミュニティに配慮した居住環境の早期確保 

安心できる住まいは、被災された方の暮らしの基盤となるものであり、甚大な被害を

受けた東部地域をはじめとして、地域特性に応じたコミュニティに配慮しながら、でき

るだけ早く世帯ごとに暮らすことができる居住環境を整えます。 
① 応急仮設住宅等の確保・早期提供 

○ プレハブ住宅の建設、市営住宅や民間住宅の借り上げ等により、被災者のための

応急的な住宅を 3,000 戸程度確保します。 
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○ 応急的な住宅について、早期に募集を開始し、５月上旬の入居開始をめざします。 
○ 引き続き、建設・借り上げを行う宮城県と協議調整のうえ、順次、それらの場所

と戸数を示し、入居可能なものから募集を行います。 
○ 新たに整備されるプレハブ住宅等において、同一箇所でまとまった戸数が確保で

きる場合は、入居にあたって、従前の地域コミュニティが維持されるよう配慮しま

す。 
② 応急仮設住宅等入居後の相談支援 

○ 地域包括支援センターや障害者相談支援事業所など関係機関との連携を図り、応

急仮設住宅等で暮らす高齢者・障害者が必要なサービスを受けられる体制を整えま

す。 
○ 入居者がコミュニティの一体感をもって暮らしながら、互いに見守り、一人暮ら

し高齢者や障害者、ひとり親世帯などの要援護者と支え合っていくことができるよ

う、民生委員児童委員やヘルパー、NPO、ボランティアなどと連携した支援体制を

構築していきます。 
 

(3) 被災された方の暮らしの安心や再建を支える取り組みの推進 

被災された方が各種の支援制度を活用し、早期に生活再建に取り組むことができるよ

う、情報提供と相談体制を強化するとともに、さまざまな被災者の安心を支える多様な

取り組みを進めます。 

① 被災者への分かりやすい情報提供と相談体制 

○ 仙台市ホームページに「被災された方々への各種支援制度」のコーナーを開設し、

避難所などにも掲示するなど、各種の支援制度や手続などの分かりやすい情報提供

に努めます。 
○ ホームページに掲載した情報は、市政だよりの臨時号や避難所通信等でも提供す

るなど、必要な情報を市民が容易に入手できる仕組みをつくります。また、新聞・

ラジオ・テレビなど報道機関との連携による情報提供の充実に努めます。 
○ 「被災者支援情報ダイヤル」及び「被災者支援相談窓口」を設置し、各種支援手

続などに関する相談にきめ細かに対応します。 
② 被災者の生活再建や支援が必要な方の安心を支える取り組み 

○ り災証明書の早期発行に向け、体制を強化して取り組み、津波被害の甚大な宮城

野区・若林区の沿岸部においては人数の多い避難所における出前受付を実施すると

ともに、避難所巡回による相談支援など、各種支援手続における被災者負担の軽減

に向けた取り組みを進めます。 
○ ご遺族の方やお住まいが大きな被害を受けた方の生活再建のため、災害弔慰金や

被災者生活再建支援金等の支給、災害援護資金等の貸付を行います。 
○ 当面の仕事を失くされた被災者の緊急的な雇用の場の確保に努めます。 

○ 在宅の高齢者や障害者、ひとり親世帯などに対し、災害ボランティアセンターの

ボランティアや NPO と連携し、被災した宅内の片付けや買い物の手伝い、救援物

資提供などの支援を行います。 
○ 被害が甚大であった学校の児童・生徒を対象として、専門家による「心のケア支

援チーム」を設置し、継続的なケアに取り組みます。 
  ③ 被災された要介護高齢者や障害者、被災家庭の子どもの安心を支える取り組み 

   ○ 地域包括支援センターや障害者相談支援事業所等と連携し、保健福祉ニーズを把

握し、訪問介護等、必要なサービスの確保を図ります。 
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   ○ 介護が必要なため、避難所での生活が困難な高齢者等を受け入れる福祉避難所を

継続するとともに、ケアマネジャー等と連携し、自宅や施設への円滑な移行を支援

します。 
   ○ 被災家庭の子どもが安心して保育所・幼稚園や学校での生活が送れるよう、子供

たちの心身の健康管理や家庭に対する支援制度の情報提供に努めます。 
 
 
２ 日常生活の安心を支える施設等の早期再開と生活サービスの安定供給 

一日も早く平常の市民生活を送ることができるよう、暮らしの基盤であるライフライン

や交通環境の早期回復、元気・憩い・安心の力となる市民利用施設や未来を担う子どもた

ちを育む学校の早期再開、安心できる十分な医療・福祉サービスの提供や燃料・食糧・日

用品・生活サービスなどの安定的な供給をめざします。 
 

(1) 暮らしの基盤であるライフラインなどの早期回復 

市民生活の安定と地域経済の活性化に欠かせない電気・ガス・水道やごみ・下水の処

理、公共交通機関や道路の早期回復をめざします。また、市民の元気・憩い・安心の力

となる市民利用施設の早期再開をめざします。 
① ライフライン 

○ 被害が甚大で立ち入りが困難など作業のできない地域を除き、水道、電気に続き、

都市ガスについても、４月中の全面復旧をめざします。 
○ ごみ処理においては、通常収集を行っている家庭ごみ以外の生活ごみや事業ごみ

についても、処理施設の復旧に努め、一日でも早い通常収集をめざします。 
○ 下水処理については、当面、市民生活に支障が生じないよう対応します。 

② 交通環境 

○ 地下鉄南北線については、５月中の全線通常ダイヤでの運行をめざします。 
○ 市営バスについては、路線や運行時間を順次拡大し、道路状況により運行が困難

な路線を除き、５月中に全路線での通常ダイヤによる運行をめざします。 
○ 宮城交通などのバス路線については、道路の復旧状況に合わせて、通常ダイヤで

の運行が早期に確保されるよう、各バス事業者へ強く働きかけます。 
○ 一般道路については、重大な被害を受けた一部の区間を除き、４月中の通行再開

をめざします。 
○ ＪＲ東日本の在来線や東北新幹線、高速道路、空港･港湾の早期復旧を図るため、

関係機関等へ強く働きかけます。 
③ 市民利用施設 

○ 市民の暮らしに元気・憩い・安心を提供できるよう、市民利用施設の建物・設備

の安全確認や修繕・改修を急ぎ、特に、ユアテックスタジアムや八木山動物公園、

各種の福祉関連施設などの早期再開をめざします。 
 
(2) 未来を担う子どもたちを育む市立学校の早期再開 

児童生徒の安全確保のための施設修繕を急ぎながら、市立学校の早期再開を図るとと

もに、被災世帯の学用品支援や、被災を踏まえた簡易給食の取り組みを進めます。 
 ○ 市立学校については、児童生徒の安全確保のため施設の修繕を急ぐとともに、被

害の大きい学校については近隣の学校施設等を活用し、４月 11 日再開（始業式）を

基本に、学校・園の状況に応じて 21 日までに再開します。 
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○ 学校再開にあたり、被災された世帯の学用品について支援するとともに、学校給

食については、被害を受けた給食センター等の修繕を急ぎながら、給食用の物資の

安定供給が見込まれるまでの間、牛乳やパンなどを中心とした「簡易給食」を早期

に実施します。 
 

(3) 医療・福祉サービスや日常生活に必要な物資・サービスの安定供給 
市民生活の早期の正常化に向け、暮らしの安心を支える医療・福祉サービスを誰もが

安心して十分に受けることができるよう、関係機関と連携していくとともに、生活必需

品や日常生活サービスなどの安定供給をめざします。 

○ 障害者や高齢者、児童の福祉施設について、従来のサービス水準までの早期回復

に取り組みます。 

○ 医師会等と連携し、病院や診療所の正確な情報を提供するとともに、救急医療体

制の早期回復をめざします。 

○ 被災した中央卸売市場や食肉市場の施設の復旧を急ぎ、市場機能の早期改善に努

めるとともに、市場関係事業者に対する支援策を講じます。 

○ 市民生活に欠かすことのできない食料品や生活必需品等の安全で安定的な供給の

早期確保を図るため、関係団体への働きかけを強化します。 

 

 

３ 都市活力の源となる地域経済と地域生活基盤の復興再生 

市民の暮らしの安心の基盤であり都市活力の源となる地域経済の復興再生に向け、  

地域企業の経営再建、復興需要が地域経済を潤し雇用を生み出す取り組み、観光関連産業

や商店街の支援を図ります。また、東部地域の早期の復興再生に全力で取り組むとともに、

丘陵地域の被災宅地や市街地の被災建築物の支援方策の検討を進めます。 

 
(1) 地域経済への多様な支援と復興需要による経済の活性化・雇用の創出 

地域企業が早期に復興できるよう、さまざまな支援策を講じるとともに、復興需要を

通じた地域経済活性化と地元雇用を推進します。また、都市活力を高める観光関連産業

や商店街の支援を図ります。 
① 暮らしや雇用を支える地域企業の経営再建 

○ 地域企業に対する効果的な支援策を段階的に講じていくため、市内企業等を対象

とする復興に向けたニーズ調査を実施します。 

○ 震災被害により経営の安定に支障を生じている地域企業に対し、災害対応経済変

動対策資金を活用した融資を実施し、当面の資金繰りを支援します。 
○ 中小企業合同相談窓口の機能を拡充し、きめ細かな経営相談に取り組みます。 

② 復興事業を通じた地域経済活性化と地元雇用の推進 

○ 震災復興事業においては、地元企業優先を基本にするとともに、発注先における

地元雇用の促進に努め、復興需要による地域経済の活性化をめざします。 
○ 緊急雇用創出事業を積極的に活用しながら震災復興につながる事業を創出し、離

職や一時休業を余儀なくされた被災者の緊急的な雇用の場の確保に努めます。 
○ 震災に伴う内定取り消し等が懸念される新規学卒者の内定確保や雇用の維持に向

けた経済界への働きかけを強めます。 
③ 都市活力を高める観光関連産業や商店街の支援 

○ 当面、観光需要が大きく落ち込むことが想定される宿泊施設などについて、他都
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市からの支援職員の受け入れや被災者の一時入居など施設の活用を通じて、宿泊施

設に対し支援していきます。 
○ 集客力や賑わいの回復に向け、中心部商店街等の情報発信力の向上や、まつり・

イベントによる魅力づくりを積極的に支援します。 
 

(2) 地域の復興再生に向けた取り組みの推進 

甚大な被害を受けた東部地域は本市の食糧生産や工業・物流の拠点であり、がれき等

の早期撤去、農業支援、東部地域の今後のまちづくりなど、早期の復興再生に全力で取

り組みます。また、丘陵地域の被災宅地の復興や市街地の被災建築物の修繕･建て替えの

支援方策を検討します。 

① 東部地域 

○ 震災からの復興に向け、がれき等の早期撤去に全力を注ぎます。撤去したがれき

は仮置き場に運搬し、その処分や資源化を進めていきます。 
○ 東部地域の排水機能を復旧するため、当面、仮設ポンプを設置し、浸水した農地

の強制排水を実施するとともに、農地へ流入した海水による塩害対策を進めます。 

○ 関係機関との連携により、被災農家への情報提供や農家の要望を把握するための

ネットワークを早急に構築します。 
○ 農家の再建のため市独自の利子補給制度を実施するとともに、さらなる支援策を

検討します。 
○ 津波等により甚大な被害を受けた東部地域の集落や住宅地については、市民生活

の安心・安全を確保した上で再生を図る必要があることから、農地再整備・集落再

生のあり方など、東部地域の今後のまちづくりについて、防災面を重視しつつ、地

域との協働による取り組みを進めます。 
② 丘陵住宅地域・市街地 

○ 広範囲にわたって被災した住宅地については、地質調査などにより現状を把握し、

宅地の安全性を確保するための方策を検討します。 

○ 地震により重大な損傷を受けた建築物については、構造的な補強のための改修・

修繕や建て替え等に関する支援方策を検討します。 

 

 

４ 仙台の再生と沿岸地域全体の復興を牽引する本格的な取り組みの推進 

震災からの早期復興をめざして組織体制を強化し、希望を持って生活していただくため

の生活再建はもとより、安全・安心にも配慮した被災地の復興と再生に向け、復興計画の

策定に速やかに着手するとともに、復興事業を推進するための予算の確保や、自治体の復

興を支援する国への要望活動の推進に取り組みます。 
 

(1) 復興・再生を推進する組織体制の構築 

復興再生のための組織体制を整備し、全庁一丸となって推進してまいります。 
① 震災復興本部会議の設置 

○ 震災からの復興に向けた全庁一丸の取り組みを加速するため、市長を本部長とす

る「仙台市震災復興推進本部」を設置します。 
② 震災復興の担当職員配置と組織設置 

○ ４月１日付で「震災復興担当職員」を配置するとともに、５月を目途に震災復興

の総括・企画調整を担う組織を設置します。 
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(2) 仙台と東北の再生に向けた復興計画の策定推進 

震災を契機に、より一層力のある都市をめざしていくため、復興アドバイザー等との

協働により、復興計画の理念と基本方向を示す復興ビジョンを策定するとともに、政策

テーマごとに有識者等による検討チームを設置し、今年度内を目途に、仙台と東北の再

生に向けた復興計画を策定します。 
① 復興ビジョンの策定 

○ 各方面の有識者を「復興アドバイザー」として迎え、被災状況の分析や政策課題

の整理を急ぎながら、５月中を目途に、復興計画の理念と基本方向を示す復興ビジ

ョンを策定します。 
② 復興計画の策定 

○ 復興ビジョンを踏まえ、被災者生活再建、東部地域復興、都市再生などの政策テ

ーマごとに、有識者・関係者による検討チームを設置し、具体の施策方向の検討を

深めながら、今年度内を目途に、本市の復興再生と沿岸地域全体の復興牽引に主眼

を置いた復興計画を策定します。 
 

(3) 多様な復旧・復興事業を推進するための予算の確保 

被災された方への生活支援や震災からの復興を 優先の課題と捉え、適時適切に必要

な予算の確保に努めます。 
○ 被災者の生活再建、公共施設・都市基盤の復旧・再整備、東部地域の復興など、

著しい財政需要の増大が想定される一方で、税収の激減も見込まれるところであり、

国の制度創設をはじめ財源確保に精力的に取り組むとともに、より一層の選択と集

中の取り組みを進めます。 
  ○ 新年度予算に計上した事業についても、再点検のうえ、事業の繰り延べや中止も

含めた予算の再編成に速やかに取り組みます。 
 

(4) 自治体の復興を支援する国の新たな枠組み構築に向けた要望活動の推進 

市民の皆様と力強く復旧・復興に立ち上がるため、新規立法措置を含め、既存の枠組

みを超えた強力な支援方策の実施を国に対し東北一丸となって求めていきます。 
○ 生活基盤を失った被災者に対する経済的支援と雇用確保 
○ 民間宅地の復旧費用に対する国庫負担制度の創設 
○ 中小企業者等に対する手厚い金融支援、産業施設や商店街などの復旧等に対する

財政措置 
○ 農業・漁業の再建と集落の再生を可能とする法的枠組みの整備 
○ 震災廃棄物等の迅速な処理体制の構築、市町村が行う損壊家屋の解体等も含めた

震災廃棄物の処理に対する十分な財政措置 
○ ガス供給施設、上下水道施設の復旧に対する財政措置 
○ バス、地下鉄など公共交通機関の復旧や被災による減収に対する財政措置 
○ 社会福祉施設や医療機関の復旧等に対する設置主体を問わない広範な財政措置、

など 


